
1

大
沢
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
に
あ
る
「
天
満
宮
」
の
扁
額
の
謎

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

越
谷
市
大
沢
三
―
十
三
―
三
十
八
に
鎮
座
す
る
香
取
神
社
の
参
道
に
は
、
合

計
三
基
の
鳥
居
が
立
つ
。
当
神
社
の
本
殿
は
南
南
東
を
向
く
た
め
、
参
道
入
口

は
本
殿
の
南
南
東
に
あ
り
、
そ
の
参
道
入
口
に
立
つ
の
が
昭
和
六
十
年(

一
九
八

五)

十
一
月
に
再
建
さ
れ
た
石
造
の
明
神
鳥
居
で
あ
る
一
之
鳥
居
で
あ
る
。
昭
和

五
十
四
年(

一
九
七
九)

に
発
行
さ
れ
た
『
越
谷
ふ
る
さ
と
散
歩(

上)

』
で
は
、

「
入
口
に
文
化
三
年(

一
八
○
六)

建
立
に
よ
る
石
の
鳥
居
が
あ
る
」
と
の
記
述

が
あ
る(

１)

。

次
に
立
つ
の
が
文
政
六
年(

一
八
二
三)

に
建
立
さ
れ
た
石
造
の
明
神
鳥
居
で

あ
る
二
之
鳥
居
で
、
「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
故
、
「
天

満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

そ
の
す
ぐ
奥
に
立
つ
の
が
文
化
三
年(

一
八
〇
六)

に
建
立
さ
れ
た
石
造
の
明

神
鳥
居
で
あ
る
三
之
鳥
居
で
、
左
右
の
台
石
に
願
主
を
含
む
二
十
八
名
の
奉
納

者
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

今
回
、
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
に
は
何
故
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
。

一

敷
石
供
養
塔
と
二
之
鳥
居
・
三
之
鳥
居

香
取
神
社
の
境
内
に
は
、
合
計
二
基
の
「
敷
石
供
養
塔
」
が
立
つ
。
参
道
入

口
付
近
で
、
拝
殿
に
向
か
っ
て
左
側
の
参
道
沿
い
に
東
北
東
向
き
で
立
つ
の
が
、

文
化
八
年(

一
八
一
一)

建
立
の
「
敷
石
供
養
塔
」
で
あ
り
、
三
之
鳥
居
を
過
ぎ

た
付
近
で
、
拝
殿
に
向
か
っ
て
左
側
の
参
道
沿
い
に
東
北
東
向
き
で
立
つ
の
が
、

文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

建
立
の
「
敷
石
供
養
塔
」
で
あ
る
。

文
化
八
年(

一
八
一
一)

建
立
の
「
敷
石
供
養
塔
」
の
正
面
に
は
、「
従
是
二
之

鳥
居
迄
」
の
銘
文
が
刻
ま
れ
、
文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

建
立
の
「
敷
石
供
養

塔
」
の
右
側
面
に
は
、「
従
拝
殿
二
之
鳥
居
迄
」
の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る(

２)

。

現
在
、
香
取
神
社
の
参
道
に
は
合
計
三
基
の
鳥
居
が
立
つ
が
、
こ
れ
ら
合
計

二
基
の
「
敷
石
供
養
塔
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
銘
文
に
は
「
二
之
鳥
居
」
と
刻
ま
れ

て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
文
化
十
一
年(

一
八
一
四)

ま
で
は
、
二
之
鳥
居
ま

で
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

問
題
は
、
二
之
鳥
居
の
建
立
が
文
政
六
年(

一
八
二
三)

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

二
之
鳥
居
の
建
立
年
は
、
二
之
鳥
居
の
東
北
東
側
の
北
北
西
面
の
柱
に
、「
文
政

六
癸
未
年

九
月
吉
日
」
と
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
、
建
立
年
に
間
違
い

は
な
い
。
三
之
鳥
居
の
建
立
年
に
つ
い
て
も
、
三
之
鳥
居
の
東
北
東
側
の
北
北

西
面
の
柱
に
、「
維
旹
文
化
三
丙
寅
年
四
月
吉
祥
日
」
と
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る

の
で
、
建
立
年
に
間
違
い
は
な
い
。

つ
ま
り
、
二
基
の
「
敷
石
供
養
塔
」
と
二
之
鳥
居
、
三
之
鳥
居
の
銘
文
よ
り

判
明
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
三
之
鳥
居
が
「
元
」
の
二
之
鳥
居
で
あ
り
、
文
化

十
一
年(

一
八
一
四)

以
降
に
、
文
政
六
年(

一
八
二
三)

に
建
立
さ
れ
た
「
現
在
」

の
二
之
鳥
居
が
、
一
之
鳥
居
と
「
元
」
の
二
之
鳥
居
で
あ
る
三
之
鳥
居
の
間
に
、

割
り
込
ん
で
立
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居

は
、

①
「
ど
こ
か
ら
」
、
②
「
い
つ
」
、
香
取
神
社
へ
運
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
解
く
鍵
は
、
鳥
居
に
掲
げ
ら
れ
た
「
天
満
宮
」
の
扁
額
と
、
鳥
居
の

西
南
西
側
の
北
北
西
面
の
柱
に
刻
ま
れ
た
「
大
澤
驛

中
組
」
の
銘
文
で
あ
る
。

二

大
沢
町
天
神
社(

天
神(

之)

宮
ま
た
は
天
満
宮)

文
化
七
年(

一
八
一
〇)

起
稿
、
文
政
十
三
年(

一
八
三
〇)

完
成
の
、『
新
編
武

蔵
風
土
記
稿
』
巻
之
二
百
三

埼
玉
郡
之
五

岩
槻
領

の
項
に
は
、
大
沢
町

の
寺
院
と
し
て
照
光
院
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
天
神
社
」
の
記
載
が
あ
る
。
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天
神
社

本
地
佛
十
一
面
観
音
を
安
ず
、

土
人
鉈
作
の
尊
像
と
云
う(

３)

(

太
字
筆
者)

ま
た
、
文
化
年
間(

一
八
〇
四
～
一
八
一
八)

か
ら
文
政
五
年(

一
八
二
二)

に

至
る
間
に
、
大
沢
町
本
陣
当
主
の
福
井
権
右
衛
門
猷
貞
が
著
し
た
『
大
沢
猫
の

爪
』
に
は
、
「
天
神
宮
」
の
記
載
が
あ
る
。

一
真
言
宗
照
光
院
ハ
三
宮
村
一
乗
院
門
徒
成
し
を
、
安
永
始
方

法
流
開
基
門
末
色
衣
地
ニ
成
、
正
保
年
中
迄
ハ
浅
間
池
上
袴

摺
ニ
在
住
、
其
後
今
之
所
へ
境
内
移
申
候
由
、
境
内
之
天
神

宮
其
節
ヨ
リ
小
祠
ニ
而
有
之
百
姓
三
郎
兵
衛
先
祖
之
者
神
像
一

体
奉
納
い
た
し
宮
居
ニ
成
申
候
由
、
天
和
二
戌
十
二
月
西
新

方
之
内
大
沢
町
田
口
彦
四
郎
奉
納
之
石
手
水
鉢
一
基
有
之
、

田
口
彦
四
郎
ハ
浅
間
道
角
屋
敷
之
地
主
也(
４)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
筆
者)

さ
ら
に
、
天
保
十
一
年(

一
八
四
〇)

に
、
大
沢
町
名
主
の
江
沢
太
郎
兵
衛
昭

融(

掬
月
亭
子
朗)

が
著
し
た
『
大
沢
町
古
馬
筥
』
に
は
、「
天
神
之
宮
」
の
記
載

が
あ
る
。

廿
四

○
正
光
院
梅
花
山

無
量
寺

一
正
光
院
ハ
岩
槻
領
三
ノ
宮
村
新
義
真
言
宗
稲
荷
山
阿
弥
陀
寺

一
乗
院
末
、
当
院
開
基
之
義
、
貞
享
二
丑
年
十
二
月
書
上
帳

ニ
も
起
立
不
分
と
あ
り
、
本
寺
岩
付
領
三
ノ
宮
村
一
乗
院
門

徒
与(

と)

あ
り
、
寛
永
六
巳
年
御
検
地
ニ
ハ
寺
中
壱
反
五
畝
拾
四

歩
御
縄
除
地
と
あ
り
、
元
禄
八
亥
御
検
地
ニ
ハ
境
内
八
反
八

畝
廿
七
歩
下
畑
壱
反
弐
畝
拾
八
歩
与(

と)

あ
り
、

附
り
享
保
十
一
年
午
十
月
、
寺
社
境
内
除
地
反
別
書
上
ニ

山
号
無
之
与(

と)

あ
り
、
境
内
之
内
天
神
之
宮
壱
間
ニ
壱
間
宮
、

壱
間
ニ
九
尺
幣
殿
、
三
間
九
尺
拝
殿
与(

と)

あ
り
、
同
断
阿
弥

陀
堂
弐
間
弐
間
と
あ
り
、
古
来
ヨ
リ
正
光
院
境
内
ニ
有
来
り

堂
守
差
置
候
旨
書
記
有
之
候

一
本
尊
不
動
尊

座
像
丈
壱
尺
五
寸

但
作
不
分
、

一
両
大
師

同

丈
壱
尺

文
化
七
午
年
十
二
月
廿
七
日
、
無
院
中
類
焼
致
し
申
候
、
日

光
御
門
主
様
当
町
御
休
泊
之
節
本
陣
故
障
之
節
御
小
休
有
之

候
、
旧
例
御
泊
館
ニ
ハ
不
相
成
候
、
右
午
年
之
火
事
ハ
自
火

ニ
て
本
堂
客
間
違
棚
の
上
袋
戸
棚
ヨ
リ
出
火
ス
と
い
ふ
、
其
節

留
守
居
大
円
坊
与(

と)

い
ふ(

５)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
振
り
仮
名
筆
者)

『
大
沢
町
古
馬
筥
』
に
は
、
そ
の
他
に
「
天
神
の
古
松
」
と
「
鳥
居
」
に
関
す

る
記
載
と
、
「
天
満
宮
」
に
由
来
す
る
「
い
ろ
は
組
」
の
記
載
が
あ
る
。

三
十
三

〇
天
神
の
古
松

一
中
宿
天
神
之
社
前
ニ
大
木
の
松
あ
り
、
鳥
居
の
前
よ
り
往
還

の
方
へ
は
い
出
し
、
境
板
橋
よ
り
能
見
へ
て
町
の
景
色
甚
よ

か
り
し
が
、
天
保
四
巳
年
八
月
朔
日
の
嵐
ニ
吹
倒
し
枯
木
と

な
り
ぬ
、
今
の
松
は
社
内
奥
の
方
ニ
あ
り
し
を
町
内
の
者
打

よ
り
て
、
天
保
十
一
子
年
中
己
前
之
松
の
樹
の
跡
へ
移
し
ぬ
、

よ
く
己
前
の
松
ニ
相
似
た
り(

６)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
筆
者)

五
十
五

○
い
ろ
は
組

一
今
中
組
の
事
を
享
和
の
頃
ま
て
ハ
い
ろ
は
組
と
唱
ふ
、
尤
中

組
と
も
い
ふ
よ
し
、
町
内
火
事
場
て
う
ち
ん
、
自
身
番
小
頭

役
の
者
手
て
う
ち
ん
、
若
者
共
の
印
杯
ニ
い
ろ
は
組
与(

と)

唱
ひ

候
印
を
付
し
也
と
云
、
是
ハ
天
満
宮
あ
り
し
故
か
く
名
付
し
や(

７)
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(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
振
り
仮
名
・
改
行
筆
者)

江
戸
時
代
の
大
沢
町
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
、
宝
暦
元
年(

一
七
五
一)

に
、

盛
岡
藩
士
清
水
秋
全
が
著
し
た
『
奥
州
道
中

増
補
行
程
記
』(

８)

や
、
文
化

三
年(
一
八
〇
六)

に
、
江
戸
幕
府
道
中
奉
行
が
完
成
さ
せ
た
『
日
光
道
中
分
間

延
絵
図
』(
９)

が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
文
政
六
年(

一
八
二
三)

以
前
の
完
成
の

た
め
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
は

描
か
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
で
も
、
『
奥
州
道
中

増
補
行
程
記
』(

８)

の
大
沢
町
近
辺
の
絵
図
に

は
、
日
光
道
中
の
街
道
筋
よ
り
少
し
奥
へ
入
っ
た
所
に
、
恐
ら
く
木
製
と
推
測

さ
れ
る
朱
塗
り
の
鳥
居
が
描
か
れ
、『
日
光
道
中
分
間
延
絵
図
』(

９)

に
も
、
同

じ
よ
う
な
構
図
で
、
朱
塗
り
の
鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
五
点
の
史
料
と
二
点
の
絵
図
よ
り
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文

政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
は
、
大
沢
町(

駅)

の
中
組(

い
ろ
は
組)

に
あ

る
照
光
院(

正
光
院)

境
内
に
存
在
し
た
天
神
社(
天
神(

之)

宮
ま
た
は
天
満
宮)

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

三

「
天
満
宮
」
の
扁
額
は
文
政
十
一
年(

一
八
二
八)
製
な
の
か

本
論
か
ら
少
し
離
れ
る
が
、
『
大
沢
町
古
馬
筥
』
に
は
、
「
天
満
宮
」
の
扁
額

が
作
製
さ
れ
た
経
緯
と
日
時
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
。

十
七

○
天
満
宮

一
天
満
宮
ハ
往
古
よ
り
勧
請
あ
り
て
年
暦
不
相
分
、
筑
紫
太
宰

府
鉋
作
の
御
直
作
と
申
伝
ふ
、
座
像
丈
壱
尺
五
分
、
台
と
も

壱
尺
五
寸
、
本
地
ハ
十
一
面
観
音
也
、
宮
本
社
九
尺
ニ
七
尺

拝
殿
九
尺
ニ
三
間
な
り

享
保
廿
一
年
辰
正
月
十
三
日
、
御
高
家
前
田
信
濃
守
様(

10)

蒙
台
命
日
光
山
へ
首
途
之
時
、
天
満
宮
の
花
表
を
拝
し
御
通
行
、

其
夜
御
旅
宿
ニ
て
蒙
霊
夢
、
よ
つ
て
一
首
の
和
歌
を

額
面
ニ
御
し
た
た
め
奉
納
な
り
、

き
て
見
れ
は

こ
こ
も
北
野
之
神
垣
や

軒
端
に
近
く
咲
る
梅
か
え

侍
従
菅
賢
長

か
く
御
し
た
た
め
あ
り
て
今
ニ
其
額
面
あ
り
、
其
御
結
縁

ニ
よ
り
て
、
文
政
十
一
子
年
八
月
中
、
中
組
大
こ
く
や

弥
兵
衛
与(

と)

云
者
発
願
ニ
て
、
御
当
代
の
前
田
公(

11)

へ
相
願
鳥
居
の
額
面
の
文
字
を
願
ふ
、
御
聞
済
あ
り
て

一
支
之
御
も
の
い
み
ニ
て
御
し
た
た
め
下
さ
れ
候
〔
後
略
〕(

12)

(

太
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
振
り
仮
名
・
改
行
筆
者)

こ
の
天
満
宮
の
「
鳥
居
の
額
面
の
文
字
」
に
関
す
る
記
載
に
よ
れ
ば
、
現
在

の
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
で
あ
る
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
、
文
政
十
一
年(

一
八
二
八)

八
月
中
に
、

中
組
大
こ
く
や
弥
兵
衛
の
発
願
で
、
高
家
前
田
信
濃
守
長
粲(

な
が
あ
き
ら)

(

11)

の
文
字
を
基
に
作
製
さ
れ
た
扁
額
で
あ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
が
、
扁
額
の

裏
面
の
銘
文
の
判
明(

13)

に
よ
り
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
た
。

四

高
低
測
量
几(

き)

号(

几(

き)

号
水
準
点)

明
治
九
年(

一
八
七
六)

七
月
二
十
七
日
の
「
内
務
省
布
達
」
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

○
甲
第
二
十
八
號(

七
月
二
十
七
日
輪
廓
附)

當
省
地
理
寮
於
テ
高
低
測
量
ノ
際
自
今
海
面
ヨ
リ
ノ
高
低
ヲ
表
ス
ル

記
號
別
紙
第
一
圖
式
ノ
通
沿
路
適
宜
ノ
地
ニ
於
テ
在
來
ノ
不
朽
物
ニ

彫
刻
シ
又
ハ
第
ニ
圖
石
柱
建
設
永
存
ノ
筈
ニ
候
條
為
心
得
此
旨
布
達

候
事(
14)

そ
の
内
容
の
要
旨
は
、
当
時
の
内
務
省
地
理
寮
が
高
低
測
量(

水
準
測
量)

を

す
る
際
に
、(

図
１)
の
よ
う
な
漢
字
の
「
不
」
に
似
た
「
几
号
」
を
、「
几
号
式
」
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と
し
て
在
来
の
不
朽
物(

石
柱
、
欄
干
、
台
石
、
石
碑
、
華
表(

鳥
居)

、
石
崖
な

ど)

に
彫
刻
し
た
り
、
「
石
標
式
」
と
し
て
「
几
号
」
の
刻
ま
れ
た
石
柱
を
建
設

せ
よ
と
い
う
行
政
命
令
で
あ
る
。

ま
た
、
「
内
務
省
第
一
回
年
報
」
に
は
、
明
治
八
年(

一
八
七
五)

四
月
よ
り
、

御
傭
イ
ギ
リ
ス
人
を
主
任
技
師
と
し
て
、「
関
八
州
大
三
角
測
量
」
の
事
業
が
始

ま
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
り(

15)

、｢

内
務
省
第
二
回
年
報｣

に
は
、
そ
の
測
量
を

実
施
す
る
に
当
た
り
、「
下
野
国(

栃
木
県)

那
須
西
原
」
に
設
け
ら
れ
た
「
底
線
」

の
位
置
に
標
高
を
与
え
る
た
め
に
、
明
治
九
年(

一
八
七
六)

八
月
よ
り
東
京
塩

竃
間
の
高
低
測
量(
水
準
測
量)

を
行
っ
た
旨
の
記
載
が
あ
る(

16)

。

さ
ら
に
、｢

内
務
省
地
理
局
第
四
回
年
報｣

で
は
、
明
治
十
一
年(

一
八
七
八)

六
月
に
、
「
関
八
州
大
三
角
測
量
」
の
事
業
は
、
「
全
国
三
角
測
量
」
と
し
て
発

展
し
、
「
下
野
国(

栃
木
県)

奈
須
西
原
」
に
、
「
基
線
」
の
測
定
を
行
っ
た
旨
の

記
載
が
あ
る(

17)

。

「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号
六
月
」
に
は
、
「
高
距
第
弐
報

従
東
京
至

陸
前
塩
竃
」
と
い
う
表
題
が
あ
り
、
概
ね
奥
州
道
中
に
沿
っ
て
東
京
塩
竃
間
の

高
低
測
量(

水
準
測
量)

が
行
な
わ
れ
た
中
で
、
東
京
都
の
「
靈
巌
島
水
位
標
平

均
潮
」
を
零
メ
ー
ト
ル
と
し
て
、
一
標
目
の
「
同
所
几
号
石
」
よ
り
、
六
十
四

標
目
の
栃
木
県
の
「
寄
居
村
兩
國
界
標
石
崖
」
ま
で
の
、
「
高
低
測
量
几
号(

几

号
水
準
点)

」
の
位
置
の
記
載
が
あ
る(

18)

。

そ
の
記
載
さ
れ
た
位
置
の
中
で
、
十
五
標
目
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
、
埼

玉
県
の
「
大
澤
町
字
天
神
前
管
社
華
表
」
で
あ
る
。
現
在
こ
の
「
高
低
測
量
几(

き)

号(

几
号
水
準
点)

」
は
、
大
沢
町
の
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
で
あ
る
「
天
満
宮
」

の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
の
西
南
西
側
の
北
北

西
面
の
台
石
に
、
し
っ
か
り
と
刻
ま
れ
て
残
存
し
て
い
る
。

故
に
、「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
が
刻
ま
れ
て
残
存
し
て
い
る
「
天

満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
は
、
大
沢
町

(

駅)

の
中
組(

い
ろ
は
組)

に
あ
る
照
光
院(

正
光
院)

境
内
に
存
在
し
た
天
神
社

(

天
神(

之)

宮
ま
た
は
天
満
宮)

の
鳥
居
と
し
て
、
日
光
道
中(

奥
州
道
中)

沿
い

に
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

香
取
神
社
の
鎮
座
す
る
位
置
は
、
江
戸
時
代
よ
り
現
在
に
至
る
ま
で
、
日
光

道
中(

奥
州
道
中)

よ
り
東
北
東
へ
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
り
続
け
た
。
香
取
神

社
は
、
「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号
六
月
」(

18)

に
記
載
さ
れ
た
大
澤
町

字
天
神
前
管
社
と
は
別
の
神
社
で
あ
る
。

五

鳥
居
は
い
つ
移
転
さ
れ
た
の
か

東
京
塩
竃
間
の
高
低
測
量(

水
準
測
量)

が
行
わ
れ
た
の
は
、
明
治
九
年(

一
八

七
六)

八
月
よ
り
翌
年
の
明
治
十
年(

一
八
七
七)

ま
で
の
一
年
間
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
明
治
九
年(

一
八
七
六)

八
月
よ
り
翌
年
頃
に
は
ま
だ
、
日
光
道
中(

奥

州
道
中)

沿
い
に
に
天
神
社(

天
神(

之)

宮
ま
た
は
天
満
宮)

の
鳥
居
と
し
て
、

「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
は
存
在

し
、
そ
の
台
石
に
「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
が
刻
ま
れ
た
こ
と
が
判

明
す
る
。

『
南
埼
玉
郡
神
社
明
細
帳
』(

19)

に
よ
れ
ば
、
照
光
院(

正
光
院)

境
内
に
存

在
し
た
天
神
社(

天
神(

之)

宮
ま
た
は
天
満
宮)

の
御
祭
神
は
、
明
治
四
十
四
年

(

一
九
一
一)

七
月
四
日
に
香
取
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
事
実
と
併
せ
て
、
「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二

三)

建
立
の
鳥
居
自
体
に
、
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
と
し
て
移
転
さ
れ
た
時
期
を

判
明
さ
せ
る
鍵
が
あ
る
。

鳥
居
の
西
南
西
側
の
北
北
西
面
の
柱
に
は
、「
奉
獻

大
澤
驛

中
組
」
の
銘

文
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
裏
側
つ
ま
り
鳥
居
の
西
南
西
側
の
南
南
東
面
の

柱
に
は
、
次
の
よ
う
な
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

大
正
二
年
一
月
一
日

東
京
市
日
本
區(

区)

新
□
□
町(

20)

移
轉(

転)

寄
附

吉
岡
伊
三
郎(

21)
こ
の
銘
文
こ
そ
が
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
た
文
政
六
年(

一
八
二
三)

建
立
の
鳥
居
が
、
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
と
し
て
移
転
さ
れ
た
記
念
と
し
て
刻

ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ
は
、
明
治
四
十
四
年(

一
九
一
一)

七
月
四
日
に
、
照
光
院(

正
光
院)

境
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内
に
存
在
し
た
天
神
社(

天
神(

之)

宮
ま
た
は
天
満
宮)

の
御
祭
神
が
香
取
神
社

に
合
祀
さ
れ
て
か
ら
、
一
年
半
後
の
大
正
二
年(

一
九
一
三)

一
月
一
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
に
は
何
故
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
の
か
を
出
発
点
と
し
て
、
①
「
ど
こ
か
ら
」
、
②
「
い
つ
」
、
香
取
神
社

へ
運
ば
れ
て
き
た
の
か
を
判
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
香
取
神
社
の
二
之
鳥
居
の
額
束
に
、「
天
満
宮
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
面(

南
南
東)

と
、「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
の
刻
ま
れ
た
台

石
の
面(

北
北
西)

が
異
な
る(

正
反
対)

な
ど
、
ま
だ
全
て
の
謎
が
解
明
さ
れ
た

よ
う
に
は
思
え
な
い
。
今
後
も
調
査
を
継
続
す
る
予
定
で
あ
る
。

最
後
に
、
今
回
の
検
証
の
結
果
と
し
て
、
以
前
よ
り
研
究
者
に
発
見
さ
れ
て

い
た
「
大
澤
町
字
天
神
前
管
社
華
表
」
の
「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」

が
、
何
故
香
取
神
社
に
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
謎
も
同
時
に
判
明
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
何
よ
り
、「
高
低
測
量
几
号(

几
号
水
準
点)

」
の
存
在
は
、
測
量
史
上

の
貴
重
な
歴
史
遺
産
で
あ
り
、
今
後
の
更
な
る
保
存
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
周

知
さ
せ
る
こ
と
を
関
係
者
各
位
に
希
望
し
た
い
。

追
記本

稿
で
引
用
し
た
『
大
沢
猫
の
爪
』
に
は
、「
天
神
宮
」
の
記
載
が
あ
り
、
部

分
的
に
再
引
用
す
る
。

天
和
二
戌
十
二
月
西
新
方
之
内
大
沢
町
田
口
彦
四
郎

奉
納
之
石
手
水
鉢
一
基
有
之(

４)

(

太
字
・
改
行
筆
者)

今
回
の
調
査
の
過
程
で
、
香
取
神
社
に
あ
る
寛
政
三
年(

一
七
九
一)

に
奉
納

さ
れ
た
「
石
手
水
鉢
」
の
北
北
西
の
す
ぐ
近
く
に
、
忘
れ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に

置
か
れ
て
い
る
「
石
手
水
鉢
」
が
、
天
和
二
年(

一
六
八
二)

十
二
月
に
、
大
沢

町
の
田
口
彦
四
郎
に
よ
り
天
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
「
石
手
水
鉢
」
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

こ
の
「
石
手
水
鉢
」
が
、
い
つ
天
神
宮
よ
り
香
取
神
社
に
移
転
さ
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。

註

(

１)

越
谷
市
史
編
さ
ん
室
／
編
『
越
谷
ふ
る
さ
と
散
歩(

上)

』
、

越
谷
市
役
所
市
史
編
さ
ん
室
、
一
九
七
九
、
一
七
頁

(

２)

加
藤
幸
一
「
平
成
十
三
年
度

旧
大
沢
町
・
越
ヶ
谷
町
の
石
仏
」

(

越
谷
市
立
図
書
館
蔵)

、
二
〇
〇
一
、
五
・
六
頁

(

３)

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
之
二
百
三

埼
玉
郡
之
五

岩
槻
領

(

復
刻
版

蘆
田
伊
人
／
編
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
十
巻
、

雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
四
八
・
一
四
九
頁)

(

４)

福
井
猷
貞
『
大
沢
猫
の
爪
』
『
越
谷
市
史
』
第
四
巻

史
料
二
、

一
九
七
二
、
八
九
頁

(

５)

江
沢
昭
融
『
大
沢
町
古
馬
筥
』
『
越
谷
市
史
』
第
四
巻

史
料
二
、

一
九
七
二
、
一
三
八
・
一
三
九
頁

(

６)

江
沢
、
前
掲
書
、
一
九
七
二
、
一
四
三
頁

(

７)

江
沢
、
前
掲
書
、
一
九
七
二
、
一
四
八
頁

(

８)

清
水
秋
全
『
奥
州
道
中

増
補
行
程
記
』(

復
刻
版

細
井
計
／
編

『
増
補
行
程
記(

新
南
部
叢
書
特
装
版)

』
、
東
洋
書
院
、
一
九
九
一)

(

９)
『
日
光
道
中
分
間
延
絵
図
』
第
一
巻

(

復
刻
版

『
日
光
道
中
分
間
延
絵
図
』
第
一
巻
、
東
京
美
術
、

一
九
八
六)

(

10)

前
田
信
濃
守
長
泰(

ま
え
だ
な
が
や
す)

高
家
前
田
家
第
一
代
当
主
。

(

元
禄
三
年(

一
六
九
〇)

～
宝
暦
十
三(

一
七
六
三)

十
月
三
日)

。
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フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
アW

i
k
i
p
e
d
i
a

』

h
t
t
p
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/
(
2
0
1
0
.
0
2
.
2
8

入
手)

(

11)

前
田
信
濃
守
長
粲(

ま
え
だ
な
が
あ
き
ら)

高
家
前
田
家
第
五
代
当
主
。

(

生
年
不
詳
～
天
保
二
年
（
一
八
三
二
）
十
二
月
十
八
日)

。

フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
アW

i
k
i
p
e
d
i
a

』

h
t
t
p
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/
(
2
0
1
0
.
0
2
.
2
8

入
手)

(

12)

江
沢
、
前
掲
書
、
一
九
七
二
、
一
三
七
頁

(

13)

「
天
満
宮
」
扁
額
の
裏
面
の
銘
文

奉
掛
施
主
中
安
全
祈
所

享
保
十
五
庚
戌
二
月
吉
日

武
州
﨑
玉
郡
新
方
領
大
沢
町

別
當
照
光
院
住

法
印
観
蓮

(

扁
額
と
額
束
の
隙
間
に
携
帯
電
話
を
挿
入
し
撮
影
し
て
判
明)

(

14)

「
内
務
省
布
達

甲
第
二
十
八
號(

七
月
二
十
七
日
輪
廓
附)

」

(

復
刻
版

内
閣
官
報
局
／
編
『
法
令
全
書
』
第
九
巻
ノ
一

明
治
九
年
、
原
書
房
、
一
九
七
五
、
四
七
二
頁)

(

15)

「
内
務
省
第
一
回
年
報

四｣
(

復
刻
版

大
日
方
純
夫
／[
ほ
か]

編

『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
二
巻
、
三
一
書
房
、

一
九
八
三
、
四
三
三
―
四
三
六
頁)

(

16)

「
内
務
省
第
二
回
年
報

三｣
(

復
刻
版

大
日
方
純
夫
／[

ほ
か]
編

『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
四
巻
、
三
一
書
房
、

一
九
八
三
、
七
四
・
七
五
頁)

(

17)

「
内
務
卿
第
四
回
年
報
附
録

二｣
(

復
刻
版

大
日
方
純
夫
／

[

ほ
か]

編
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
第
六
巻
、
三
一
書
房
、

一
九
八
三
、
三
〇
六
―
三
一
三
頁)

(

18)

「
内
務
省
地
理
局
雑
報
第
十
四
号
六
月
」(

復
刻
版

内
務
省
地
理
局

編
纂
物
刊
行
会
／
編
『
内
務
省
地
理
局
編
纂
善
本
叢
書
』
一
四
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
八
五
、
五
三
九
―
五
四
五
頁

(

19)

『
南
埼
玉
郡
神
社
明
細
帳(

乙)

』(

埼
玉
県
立
文
書
館
蔵)

、

一
八
九
・
一
九
〇
頁

(

20)

不
明
の
部
分(

□
□)

は
、
特
に
磨
耗
し
て
い
る
。
筆
者
は
、

東
京
□
日
本
橋
□
□
□
□
□

と
し
か
解
読
で
き
な
か
っ
た
が
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
谷
市
郷
土
研
究
会
」
の

加
藤
幸
一
氏
に
よ
り
、

東
京
市
日
本
橋
區(

区)

新
□
□
町

と
解
読
さ
れ
た
。

大
正
二
年
一
月
一
日
当
時
の
東
京
市
日
本
橋
区
に
は
、
新
□
□
町
と
い

う
町
名
は
、
次
の
よ
う
に
存
在
し
た
。

新
右
衛
門
町

新
永
代
町

新
乗
物
町

新
大
坂
町

新
柳
町

新
和
泉
町

新
葭
町

新
材
木
町

で
あ
る
。

こ
の
内
、
「
新
」
と
「
町
」
の
間
が
「
二
文
字
」
の
町
名
は
、

新
永
代
町

新
乗
物
町

新
大
坂
町

新
和
泉
町

新
材
木
町

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
消
去
法
で
、
五
種
類
の
町
名
に
ま
で
絞
り
込
む
こ
と
が

で
き
た
。

(

21)

「
移
轉(

転)

寄
附
」
と
い
う
本
稿
で
重
要
な
内
容
を
含
む
銘
文
も
、
前
記

の
加
藤
氏
に
よ
り
解
読
さ
れ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を
述
べ
た
い
。

図１

復
刻
版

内
閣
官
報
局
／
編
『
法
令
全
書
』
第
九
巻
ノ
一

明
治
九
年
、

原
書
房
、
一
九
七
五
、
四
七
二
頁

よ
り
転
載
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香取神社

二之鳥居・三之鳥居

(南南東より望む)

二之鳥居・「天満宮」の扁額

(南南東より望む)
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「高低測量几(き)号(几(き)号水準点)」

(北北西より望む)

「高低測量几(き)号(几(き)号水準点)」

(北北西より望む)


